第７期障がい福祉計画　ＰＤＣＡサイクル管理用シート（大阪府）
	基本指針の目標
	施設入所者の地域生活への移行



	計画（Ｐ）→実施（Ｄ）
	目標値

実績値
	
· 【令和８年度末までの目標値】
· 　・施設入所者の削減：148人
　・地域生活移行者数の増加：297人（令和４年度末からの令和８年度末までの累計）
· 
【目標達成に向けた考え方等】
　府内市町村のこれまでの実績等を踏まえ、令和４年度末時点から令和８年度末までに「地域移行者数6.0％以上」「施設入所者削減数1.7％以上」とすることを基本とし、各市町村が入所施設利用者のニーズ等を把握し設定した目標値を積み上げた。
　地域移行の推進にあたっては、市町村及び基幹相談支援センターが入所施設等と連携し、障がい者やその家族、施設・事業所職員等が障がい者の地域での生活をイメージできるよう地域生活への意識醸成を進めるとともに、地域にあるさまざまな社会資源がネットワークを強化し、有機的に連携することが重要である。
　府としては、「障がい者が自ら希望する暮らし」を選択するという理念の下、障がい者を取り巻く人や市町村をはじめとする関係機関の認識の形成と共有を図るとともに、支援者間の連携を通じた一体的な支援体制の整備に取り組んでいく。

【実績の推移】
	実績
	令和6年度末
時点
	令和7年度末
時点
	令和8年度末
時点

	施設入所者の削減
	162人
	－
	－




	実績
	令和6年度
	令和7年度
	令和8年度

	地域生活移行者数の増加
（令和5年度：85人）
	105人
累計（190人）
	－
	－



	主な活動指標
	令和６年度
	令和７年度
	令和８年度

	訪問系サービス合計
	見込
	44,857人／月
	47,268人／月
	49,825人／月

	
	実績
	45,416人／月
	―
	―

	生活介護
	見込
	24,351人／月
	24,964人／月
	25,612人／月

	
	実績
	24,202人／月
	―
	―

	自立訓練（機能訓練）
	見込
	465人／月
	518人／月
	581人／月

	
	実績
	293人／月
	―
	―

	自立訓練（生活訓練）
	見込
	1,665人／月
	1,777人／月
	1,902人／月

	
	実績
	1,551人／月
	―
	―

	就労選択支援
	見込
	
	1,048人／月
	1,502人／月

	
	実績
	
	―
	―

	就労移行支援
	見込
	5,018人／月
	5,273人／月
	5,552人／月

	
	実績
	4,702人／月
	―
	―

	就労継続支援（Ａ型）
	見込
	9,651人／月
	10,413人／月
	11,255人／月

	
	実績
	9,440人／月
	―
	―

	就労継続支援（Ｂ型）
	見込
	32,596人／月
	36,724人／月
	41,434人／月

	
	実績
	35,603人／月
	―
	―

	短期入所
	見込
	6,605人／月
	6,970人／月
	7,354人／月

	
	実績
	6,976人／月
	―
	―

	自立生活援助
	見込
	101人／月
	111人／月
	121人／月

	
	実績
	58人／月
	―
	―

	共同生活援助
	見込
	15,128人／月
	16,475人／月
	17,912人／月

	
	実績
	16,761人／月
	―
	―

	地域移行支援
	見込
	121人／月
	132人／月
	147人／月

	
	実績
	52人／月
	―
	―

	地域定着支援
	見込
	1,159人／月
	1,215人／月
	1,276人／月

	
	実績
	1,522人／月
	―
	―

	施設入所支援
※減少を目指す
	見込
	4,604人／月
	4,570人／月
	4,517人／月

	
	実績
	4,510人／月
	―
	―





	評価（Ｃ）
	改善（Ａ）

	【目標等を踏まえた評価（令和6年度）】
●計画の達成状況
【施設入所者の削減】
　・目標値148人に対して、
令和6年度末時点は162人

【地域生活移行者数】
・目標値297人に対して、令和６年度は
105人（累計は190人）


●状況分析
【課題】
・入所者の重度化・高齢化に対応した地域移行の受け皿となる社会資源の不足。

・障がい者やその家族、施設・事業所等職員が障がい者の地域での生活をイメージし、障がい者本人の意思決定支援に基づく地域移行推進に向けた意識醸成を図るとともに、行動障がい等を含む重度障がい者の地域移行に対応した関係機関の連携による支援体制の構築。

【評価できる点】
・施設入所の申請時に、パンフレット等のツールを用いて、地域移行についての情報提供を実施している市町村がある。
・計画相談員等と連携して、施設入所待機者の親族等に対し、地域移行にあたり利用できる障がいサービス等の説明を行った上で、本人の地域移行の可能性について説明している市町村がある。
	【令和7年度における取組等】
・令和5年度より「重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」を実施し、障がい者の地域生活を支援するグループホーム等を対象に、重度障がい者の受入れに必要な環境整備に係る費用を助成している。

・令和６年度より「地域生活推進事業費補助金」を実施し、地域生活推進に向けた本人・家族・事業所等の意識醸成を図る普及啓発や施設及びグループホーム等の連携を通じた地域生活推進の実践を行う法人等による取組みに必要な経費を助成している。令和７年度においては、令和６年度の内容を踏まえ、府内全域における普及啓発の取組みや、事業所が連携してアプローチする実践モデルの実施及び事業所の支援力向上に取り組む事業者を支援している。

・重度化・高齢化に対応した支援体制を確保するために必要な報酬や小規模改修への柔軟な補助制度などを引き続き国に要望している。
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